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６　精度管理 

　　分析精度の管理に当たっては、ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針（平 

　成22年３月31日改訂環境省）によるものとする。 

　　なお、詳細は、５(1)で示したそれぞれのマニュアルによるものとする。 

  

７　報告書等 

　(1) 測定計画書を測定開始の14日前までに提出すること。 

　(2) 調査結果は、時期毎に結果がまとまり次第、５(1)の各マニュアルに示された

様式を参考とし、計量証明書付きの書面で提出すること。 

　(3) 業務終了に伴う報告は、紙面による報告書および環境省令で指定した報告用電

　　子媒体によるとりまとめデータを加えた電子媒体報告書によるものを各１部提出

　　すること。なお、各報告書には、精度管理に関する次の情報を記録したものを併

　　せて提出すること。 

    ア　標準作業手順に規定されている日常点検および調整の記録（装置の校正等）、

標準物質等のメーカーおよびトレーサビリティならびに分析機器の測定条件の

設定および結果 

　　イ　検出下限値および定量下限値の算出結果 

　　ウ　操作ブランク試験およびトラベルブランク試験の結果 

　　エ　試料採取および前処理操作等の回収試験の検証結果 

　　オ　分析機器の感度の変動 

　　カ　測定操作記録（試料採取、前処理および分析に関する記録） 






